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由良川流域大規模水害等広域避難計画について 

 
 災害が激甚化・頻発化する中で、単一の市町村内で避難を完結させることが困難な場

合における、市町村域を超えた避難（＝広域避難）計画を策定するため、広域避難計画

策定に向けた取り組みを進めているところ。 

 
１ 大規模水害等広域避難計画の目的 
・  大規模水害等広域避難計画は、浸水想定区域・土砂災害警戒区域に居住する住民の

安全を確保するため、近畿地方整備局から提供される「６時間以内に氾濫する恐れの

ある水位」を広域避難開始のトリガーとし、避難行動を円滑かつ効果的に進めること

を目的とするもの。 

・  市町村域を超える広域避難者数の推計や、広域避難の実施体制、役割分担、避難先

の確保方法等を整理し、災害発生前から関係機関が連携して避難行動を支援できる仕

組みを構築。 

 

２ 由良川下流域の進捗状況 
・ 京都府由良川圏域減災対策協議会に広域避難部会を設置し、関係市町と協議を実施。 

・ 協議の中で提案のあった意見について検討を行い、広域避難計画（案）を見直し、意

見照会中。 

（主な見直し内容） 

・ 現状の避難所指定状況を反映するため、各市町の避難所を更新 

・ 避難所の収容人数を国の取組指針等に準拠し、3.5 ㎡/人に見直し 

・ 車中避難所の収容人数を京都府や各市町の設定数に見直し    等 

 

３ 今後の予定 
【由良川下流域】 

・ 意見照会結果とりまとめ・反映、広域避難部会（書面開催）、個別調整、各市町の庁内

調整 

・ 広域避難部会を開催し広域避難計画策定 

 

【由良川上流域】 

・ Ｒ８年度に広域避難計画（案）の検討業務実施予定。 
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